
審査員補が審査員になるための実務研修の受入れについて 

 
平成１９年９月２日 

プライバシーマーク推進センター 

 
平成１９年９月より「プライバシーマーク審査員登録制度」の運用を開始しました。 

この制度に基づいて登録された「審査員補」は、一定の実務研修を受けて「審査員」に格上げさ

れることで、実際のプライバシーマーク付与認定審査に就くことができるようになります。 

この実務研修は、書類審査の経験と審査チームが実施する現地審査に同行して実際の審査経

験を積むためのもので、最低５回の審査（書類審査、現地審査およびこれらに伴う指摘事項・現地

審査報告書の原案作成、改善報告への対応等の全過程を含んだ審査をいう。）に参加することが

必要です。 

当センター審査業務室では、下記の要領で審査員補が審査員になるための実務研修の受入れ

を行います。 

 

受   付 随時（10 時から 16 時まで。土日祝祭日は不可） 

申 込 み 先 

(財)日本情報処理開発協会 プライバシーマーク推進センター 

審査業務室 

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館内 

電話：03-3432-3170 

申込み方法 所定の申込み書類を送付又は持参 

費 用 
50,000 円(消費税別) 

ただし、実務研修に伴う旅費・交通費等は自己負担になります。 

実 務 研 修 

場 所 

書類審査：プライバシーマーク推進センター 審査業務室 

現地審査：申請事業者（都内および近郊） 

 

なお、５回の審査を終了した時点で、同行した現地審査を担当した複数の主任審査員から審査

員としてふさわしい能力と見識を有すると判断された場合、当該主任審査員からの推薦を受けて

評価委員会で審査員として適格と認められると、審査員として登録することができます。 

http://privacymark.jp/news/20070723/ShinsainTourokuseido_H190718.pdf

